
 

 

 

 

令和３年 第７回教育委員会会議録 
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甲州市教育委員会 

 

 

 



第７回教育委員会 会議録 

 

 日 時  令和３年７月２１日（水）（午前９時３０分から） 

 場 所  甲州市役所２階 第１会議室 

 

一 出席した委員は次のとおりである。 

  教  育  長   小 林 俊 彦     職 務 代 理   石 川 順 子 

委     員   永 田 清 一     委     員   荻 原 浩 洋 

委     員   加 藤 幸 夫 

 

一 欠席した委員は次のとおりである。 

  （なし） 

 

一 出席した者は次のとおりである。 

  教 育 総 務 課 長  雨 宮 邦 彦     教 育 総 務 課 Ｌ   金 澤 祐 子 

  教 育 総 務 課 Ｌ  河 村   敬     生 涯 学 習 課 長   辻     学 

  生 涯 学 習 課 Ｌ  小 澤 美 紀     文 化 財 課 長   飯 島   泉 

    文 化 財 課 Ｌ  佐 藤 治 郎     指 導 主 事   小 椋 規 雄 

    教 育 総 務 課 Ｌ  高 石 宏 満      事 務 担 当   窪 川 はづき 

   

一 欠席した者は次のとおりである。 

  （なし） 

 

一 会議に付された案件は次のとおりである。 

日程第１ 教育長諸般の報告について 

   日程第２ 議案第８号 令和４～６年度使用中学校教科用図書の採択について（非公開） 

   日程第３ 議案第９号 甲州市新型コロナウイルス感染症対策修学旅行等補助金交付要綱制定について 

   日程第４ 報告第１号 令和２年度甲州市教育委員会の事務に関する点検・評価報告について 

   日程第５ 令和３年度 小学校運動会・中学校学園祭の日程について 

  



教育長     はじめに本日の会議の一部非公開についてお諮りいたします。事務局より説明を求めます。 

教育総務課Ｌ  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項のただし書きにおきまして、人事に

関する事件その他の事件につきまして、公開しないこととすることができることが定められて

おります。本日、日程第２ 議案第８号 令和４年度から６年度使用中学校教科用図書の採択

につきましては、委員の皆さまの自由な発言を確保すること、外部からの言動に採択結果が左

右されることがないよう、採択における公正確保の徹底及び静室な採択環境を確保するため、

会議及び会議録の公開について、お諮りをするものでございます。よろしくお願いいたします。 

教育長     それでは、委員の皆さまにお諮りしたいと思います。 

         議案第６号 令和４年度から６年度使用中学校教科用図書の採択については、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書きの規定に基づき、公開しないものとして

よろしいでしょうか。 

 

              「はい」の声 

 

 教育長     では、本日の会議は日程第２を除いた部分のみ公開といたします。 

それではただいまから、甲州市教育委員会６月定例会を開催いたします。 

         本日の出席委員は４名で定数に達しております。本日の会議録署名委員に荻原委員を指名いた

します。 

        それでは、議事日程に基づき、これより日程に入ります。 

         私のほうから、報告をさせていただきます。お手元にお配りしてあります、諸般の報告のとお

りであります。本件についてご質問、ご意見等ございませんか。 

  

              「なし」の声 

 

 教育長     ありがとうございます。 

         それでは日程第１については、以上で終わらせていただきます。次に移りたいと思います。こ

れより非公開による審議といたします。 

         日程第２ 議案第８号 令和４～６年度使用中学校教科用図書の採択について、を議題といた

します。 

 

                  【 非公開 】 

 

 教育長     それでは、日程第３ 議案第９号 甲州市新型コロナウイルス感染症対策修学旅行等補助金交

付要綱制定について、教育総務課長お願いします。 

教育総務課長  それでは、日程第３ 議案第９号 甲州市新型コロナウイルス感染症対策修学旅行等補助金交

付要綱制定についてご説明させていただきます。本年度中学校の修学旅行につきましては、委

員の皆さまもご存じのとおり、新型コロナウイルス感染症が大阪兵庫に感染が拡がりまして、

京都市が４月１２日からまん延防止措置がとられ、その後２５日に緊急事態宣言が発出されま

した。そのような中、大和中学校は９月に、塩山中学校勝沼中学校は１０月に、松里中学校は

１１月に延期をし、塩山北中学校につきましては秋に合唱コンクールがあるため、７月に実施

をしたところでございます。小学校につきましては６月に９校、９校のうち７校が１０月に、

１校が１１月に延期いたしました。１校は行き先が長野方面だったため、予定どおり６月に実

施したところでございます。このような状況の中、昨年と同様に感染症対策によるバス等の増



便、宿泊先の部屋数の増などにより生じた費用や、日程変更宿泊先変更に伴うキャンセル料の

保護者負担を緩和するため、市議会６月定例会において補助金を計上し、過日議決されたとこ

ろでございます。昨年も要綱をお認めいただきましたが、１年度限りのものでございましたの

で、ここで改めて要綱制定をいたしたく提案させていただきます。以上で説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

教育長     それでは、本件についてご質問、ご意見等ございませんか。 

職務代理者   はい。 

教育長     はい、お願いします。 

職務代理者   これは今年のみだけでなく、コロナが続く限り毎年要望があれば、ということでよろしいので

しょうか。 

教育総務課長  石川職務代理の質問にお答えいたします。要綱といたしましては、単年度単年度で、１年度ご

とに要綱を制定していかなければなりません。今回のこの補助金につきましては、市の単独予

算で行っております。昨年は全国的な休業等がございましたので、国の補助金が使われており

ました。今年度につきましては、コロナの感染がその修学旅行の４月５月の時期に拡がったと

いうこともありまして、国としてはそういった補助金の対応をしてございません。市単独の措

置でございます。来年度以降につきましては、このコロナが今ワクチン接種等行っているとこ

ろではございますが、感染状況も踏まえまして、また今年度のようなことが起こるというよう

なことがありましたら、また補正予算等で計上して対応してまいりたいと考えております。な

ので、ずっと続くと言われてしまいますと、ちょっとここでは続くというようなことがはっき

りと明言できないところでございます。 

職務代理者   わかりました。 

教育長     その他ございますか。 

荻原委員    はい。 

教育長     はい、お願いします。 

荻原委員    ぜひこの補助をしてあげていただきたいというふうに思います。これからの子ども達、大人に

なっていく子ども達にいろいろなお金を費やすということは、必要なことだと思います。大人

よりも子ども達を優先ということで、こういう補助は素晴らしいことじゃないかなと思います。

出来る限りやっていただきたいと。 

教育総務課長  はい。荻原委員さんにご意見いただきました。私共も、このような状況が来年度以降も続くよ

うなことがございましたならば、子ども達のこういった修学旅行の体験、将来に繋がるもので

ございますので、必ず対応はしていきたいと考えております。お願いします。 

永田委員    はい。 

教育長     お願いします。 

永田委員    前の２人の委員と全く同じで、ぜひ援助してほしいと思います。修学旅行は特別でして、子ど

もにとっては。いつも最後に「何が印象に残った」っていうと、「修学旅行」とか「運動会」と

か、そういった事がよく引き合いに出されます。こういうことの中に、百聞は一見に如かずで

はありませんが、こういうことを経験することが、大きく子ども達の成長に寄与すると思いま

す。昨今ちょっと話題になっております、ＩＱではなくＨＱの方が言われますけれども、大変

そういうのには効果あると思います。よろしくお願いします。 

教育長     それでは、議案第９号甲州市新型コロナウイルス感染症対策修学旅行等補助金交付要綱制定に

ついては、原案のどおり制定するものとしてよろしいでしょうか。 

 

              「はい」の声 



 

 教育長    ありがとうございます。それでは原案のとおり制定するものとします。 

        それでは、日程第４ 報告第１号 令和２年度甲州市教育委員会の事務に関する点検・評価報

告について、教育総務課長お願いします。 

 教育総務課長 それでは、日程第４ 報告第１号 令和２年度甲州市教育委員会の事務に関する点検・評価報

告についてご説明させていただきます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第２６条

に、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければ

ならない」とあります。これに基づきまして、市議会９月定例会において、教育長から昨年度

１年間の活動状況また教育委員の皆さまの評価結果などを、市議会に報告させていただくもの

でございます。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

  教育長    それでは、本件についてご質問、ご意見等ございませんか。 

  

              「なし」の声 

 

教育長    それでは、日程第４については以上で終わらせていただきます。 

       日程第５ 令和３年度 小学校運動会・中学校学園祭の日程について、教育総務課長お願いい

たします。 

教育総務課長 それでは、日程第５ 令和３年度 小学校運動会・中学校学園祭の日程について、ご説明させ

ていただきます。本日現在の小学校運動会・中学校学園祭の日程表を配布させていただいてお

ります。ご覧のように、小学校につきましては、９月２５日の土曜日。開始時刻は学校ごとに

異なりますが、予備日は翌２６日日曜日となっております。中学校につきましては、９月１１

日の土曜日。こちらも開始時刻は学校ごとに異なります。予備日は翌１２日日曜日となってお

ります。例年通り、教育委員の皆さまには、後日学校長から出席依頼状が送付されますので、

ご対応の方をよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

 教育長    それでは、本件についてご質問、ご意見等ございませんか。 

 職務代理者  はい。 

 教育長    はい、お願いします。 

 職務代理者  去年はコロナということで、小学校がちょっと短縮とか、中学校も１日で終わるようなことが

ありましたけれども、今までのところはどうなのでしょうか。日程とか時間的なところは。ち

ょっと伺いたいと思いましたけれども。 

 教育総務課長 石川職務代理のご質問にお答えいたします。今年もコロナの感染拡大がしておりまして、状況

的には落ち着く可能性もございますけれども、内容としましては、去年と同様に短縮をしてい

く。中学校につきましては、そちらに文化体育の部、区分というところがございますが、１日

のうちに文化と体育の部を両方行う学校もございます。塩山北中学校につきましては、文化の

部だけというようなところもございます。いずれにしましても、昨年と同様の対応をしていく

ということでございます。 

 職務代理者  わかりました。 

  教育長    その他、ございますか。 

  

              「なし」の声 

 

教育長    それでは、日程第５については以上で終わらせていただきます。 



         それでは、次回 ８月教育委員会は８月１８日午前９時３０分から、９月の定例教育委員会を

９月２２日午前９時３０分から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

「はい」の声 

 

それでは、次回 ８月教育委員会は８月１８日午前９時３０分から、９月の定例教育委員会を

９月２２日午前９時３０分から開催予定といたします。 

          

以上で本日の日程すべてを終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

 


